
パブリック･コメント手続で提出された意見等の概要とこれに対する考え方 

 
案 件 名：犯罪被害者等の権利利益の保護等を図るための施策の推進に関する条例(仮称) 
意 見 募 集 期 間：令和４年 12 月 16 日～令和５年１月６日 

意見等の提出件数：13 件（５人） 
 

項目等 意見等の概要 件数 県の考え方 

３基本理念(4) 連携及び協力すべき者と

して「医療、介護、福祉分野

の事業者」を条文に加えて欲

しい。 

１ 【趣旨は原案に盛り込み済み】 

 医療、介護、福祉分野との連携は重要と認識している。条例中の記載については、

国、県など犯罪被害者等支援をその責任において主体的に進めるものをまず列挙した

上で、医療、介護、福祉分野などを想定し「その他の犯罪被害者等支援に関係する者」

と掲げている。条例の解説等で具体的な例示を行っていく。 

４県の責務 

８市町の責務 

10 支援体制の整備 

県と市町の役割分担を明

確にし、主として制度的な救

済は県、被害者に寄り添う支

援は市町とし、県は、市町の

条例制定を援助し、財政的・

組織的に支援激励すること。 

１ 【趣旨は原案に盛り込み済み】 

県、市町の責務について、ご意見の趣旨に沿った条例の内容としており、適切な運

用を行っていきたい。 

４県の責務 

10 支援体制の整備 

27 人材の育成 

 国の犯罪被害者等給付金

が支給されるまでの間、犯罪

被害者等は、当座の費用に窮

する実態があるため、市町と

連携して応急対応できる制

度を構築すること。 

１ 【今後の取組の参考】 

 経済的な支援は重要であることから、まずは市町の支援が適切かつ迅速に提供され

るよう市町を支援していく。県としての取組を進める中で、経済的支援のあり方など、

ご意見も参考に検討を行っていく。 

10 支援体制の整備 明石市の行っている支援

事業について、県が行うに相

応しいものを検討し実行す

るとともに、他市町に勧奨す

ること。 

１ 【今後の取組の参考】 

県として、総合的な支援窓口を設置し、市町が行う支援が円滑に行われるようサポ

ートするとともに、制度的に先行する市町の取組例を他の市町に情報提供するなどし

県全体の支援の充実が図られるよう努めていく。 

資料２－１ 



11 財政上の措置  ｢必要な財政上の措置を講

ずるよう努める。」を「必要な

財政上の措置を講ずるよう

にしなければならない。」に

変更してはどうか。 

１ 【意見を反映】 

犯罪被害者等支援に関する施策の推進は、将来にわたって行われるべきものである

ことから、ご意見を参考に、｢必要な財政上の措置その他の措置を講ずるものとする。｣

に修正する。 

14 損害賠償の請求

に関する情報の

提供等 

必要な施策として「再提訴

費用の助成」を条文に明記し

て欲しい。 

１ 【今後の取組の参考】 

 再提訴費用等様々な経済的な給付の必要性については、条例においては、包括的な

経済的負担の軽減の必要性の言及にとどめるが、ご意見は今後の取組の参考とさせて

いただく。 

17 居住の安定等 住居の安定のための公営

住宅等の提供を市町と連携

して行うこと。 

１ 【趣旨は原案に盛り込み済み】 

 犯罪被害者等の居住の安定を図るため、県営住宅への入居における特別の配慮や、

一時的な利用のための住居の提供を規定している。犯罪被害者等の居住の安定を図る

ためには、市町営住宅を有する市町との連携が重要であることから、ご意見を踏まえ、

より一層の緊密な連携を図っていく。 

 具体的な施策として「転居

費用の助成」「市町の区域や

県域を越えた公営住宅への

入居が必要な場合の調整」を

条文に加えて欲しい。 

１ 【今後の取組の参考】 

 転居費用の助成等様々な経済的な給付の必要性については、条例においては、包括

的な経済的負担の軽減の必要性の言及にとどめている。ご指摘の必要な入居調整も合

わせ、ご意見を踏まえ、関係部局と一層の緊密な連携を図るなど取組を進めていく。 

20 経済的負担の 

軽減 

具体的な施策として「県に

よる犯罪被害者等に対する

直接的な支援金制度の創設」

を条文に加えて欲しい。 

１ 【今後の取組の参考】 

 様々な経済的な給付の必要性については、条例においては、包括的な経済的負担の

軽減の必要性の言及にとどめるが、今後の取組の参考とさせていただく。 

明石市と同様に損害賠償

請求の立て替え払い制度を

県としても導入すること。 
また、再提訴費用の立て替

え制度も必要である。 

１ 【今後の取組の参考】 

経済的負担の軽減の必要性は、条文に盛り込んでいる。具体的な支援については、

ご意見を踏まえ、今後の取組の参考とさせていただく。 



20 経済的負担の 

軽減 

犯罪被害者が自営業の場

合、県に求められるのは、肩

代わり無利息融資、保障、利

息補助など中長期にわたっ

て財政的支援、営業支援を行

う制度である。 

１ 【今後の取組の参考】 

 自営業や無職の方など、犯罪被害等によって経済的により過酷な状況に陥る人々へ

の支援のあり方について、ご意見も参考に、今後県が行う取組の中で情報収集等を行

い検討を進めていく。 

24 県民及び事業者

の理解促進 

27 人材の育成 

県民や事業者、支援者が、

犯罪被害者等に適切に対応

できるよう、普及啓発や研修

会の機会の提供などを積極

的に行って欲しい。また、支

援者を狭く捉えるのではな

く、医療や介護等の従事者も

含む幅広い支援者に対して

普及啓発・研修の機会の提供

を行って欲しい。 

１ 【趣旨は原案に盛り込み済み】 

 今回の条例制定にあたっては、犯罪被害者等の尊厳や権利の尊重の重要性や、社会

全体で支援を行っていくことの必要性を広く県民や関係者が理解することが重要と認

識しており、一般啓発とともに医療、福祉、教育機関等に対する研修の強化に努めて

行く。 

その他 兵庫県警職員の違法行為

や、県立病院での不当な対応

について、以前から県に申立

てを行っているが、対応がな

されていない。条例が制定さ

れた後に、被害を受けた事案

について県に申立てをする。 

１ 【その他】 

 個別案件であり、本件条例案に対する意見聴取としては直接関係しない内容と考え

る。 

 


